
N

[2件]

[2件]

[2件]

[5件]

[2件]

[2件]

[2件]

※同地区に複数の指定がある場合は、　　の様に凡例上に件数
　を示しています。

◎
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●：新規事業(横浜みどり税充当)
◎：拡充事業(横浜みどり税一部充当)
◇：新規事業等(横浜みどり税非充当)
・：事業費のないもの

青
葉
区

都
筑
区

戸
塚
区

栄
区

磯
子
区

金
沢
区ケ

※図中の記号は、おおよその事業実施位置を示したものです。

　特別緑地保全地区

近郊緑地特別保全地区

　市民の森

　緑地保存地区

　源流の森

　特別緑地保全地区

　市民の森

　ふれあいの樹林ほか

[指定状況]

[買取り状況]

[21]   特別緑地保全地区指定等拡充事業

　　　・栄　 区（大丸山地区）
ha 44.0 44.0

　　　・金沢区（御伊勢山・権現山地区）
　　　・戸塚区（俣野地区）

ha 11.0 4.1 15.1

　　　・戸塚区（深谷地区）
　　　・栄　 区（鍛冶ヶ谷地区）
　　　・泉　 区（中田宮ノ台地区）

ha 3.1 2.9 1.1 7.1

　　　・鶴　 見区（寺谷一丁目、獅子ヶ谷二丁目、
　　　　　　　　　　岸谷一丁目、東寺尾六丁目）
　　　・神奈川区（羽沢町、西寺尾三丁目）
　　　・中　　  区（本牧間門）
　　　・南　  　区（六ッ川四丁目、永田北三丁目）
　　　・港　 南区（日野二丁目[2件]、港南二丁目、
　　　　　　　　　　　上永谷四丁目）
　　　・保土ケ谷区（今井町、上菅田町、岩井町）
　　　・旭　　  区（川井本町、都岡町、白根六丁目）
　　　・磯　 子区（東町、岡村一丁目、磯子七丁目）
　　　・金　 沢区（六浦南四丁目、釜利谷東四丁目）
　　　・港　 北区（岸根町[2件]、箕輪町三丁目、
　　　　　　　　　 　日吉本町二丁目[2件]、小机町、
　　　　　　　　 　　新吉田東四丁目）
　　　・緑　  　区（白山二丁目、十日市場町、三保町）
　　　・青　 葉区（荏子田二丁目、大場町）
　　　・都　 筑区（牛久保東二丁目、
　　　　　　　　　 　茅ヶ崎南四丁目）
　　　・戸 　塚区（戸塚町[5件]、上倉田町、
　　　　　　　　　 　下倉田町、上矢部町、
　　　　　　　　 　　矢部町、柏尾町[2件]、上柏尾町、
　　　　　　　　　 　平戸三丁目）
　　　・栄　　  区（上郷町、亀井町、公田町）
　　　・瀬　 谷区（二ツ橋町）  

ha 0.5 0.7 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 0.8 0.2 0.1 0.5 4.2 0.9 0.2 12.0

　　　・港南区（野庭町[2件]）
　　　・保土ケ谷区（今井町、川島町）
　　　・旭　 区（下川井町、善部町、市沢町）
　　　・金沢区（柴町）
　　　・緑　 区（十日市場町）
　　　・都筑区（池辺町[2件]、折本町）
　　　・戸塚区（東俣野町、深谷町、汲沢町、
　　　　　　　　　　品濃町）
　　　・泉　 区（岡津町）

ha 0.9 0.8 3.5 0.3 0.5 1.1 2.4 0.2 9.6

　　　・鶴見区（獅子ヶ谷・師岡地区）
　　　・港北区（熊野神社地区）

　　　・栄　 区（公田・荒井沢地区）

　　　・緑　 区（三保地区）

地区 1 1 1 4

　　　・緑　 区（新治地区)
　　　・栄　 区（飯島地区、鍛冶ヶ谷地区）
　　　・泉　 区（中田宮ノ台地区）
　　　・瀬谷区（瀬谷地区）

地区 1 2 1

1

1 5

　　　・中　 区（本牧十二天）
　　　・青葉区（もえぎ野）

地区 1 1 2

※四捨五入の関係により、合計面積が一致しないことがあります。

　事業・取組名

資料３-２　樹林地を守る　[確実な担保]　

金沢区金沢区

磯子区磯子区

栄区栄区

港南区港南区

南区南区 中区中区

西区西区

神奈川区神奈川区

鶴見区鶴見区

港北区港北区

都筑区都筑区

戸塚区戸塚区

泉区泉区

瀬谷区瀬谷区 旭区旭区

緑区緑区

保土ケ谷区保土ケ谷区

青葉区青葉区

＜各区の事業・取組実施状況＞

[2件]

特別緑地保全地区

市民の森

ふれあいの樹林ほか

【買取り状況】

＜指定制度別記号凡例＞

緑地保存地区

源流の森

市民の森

特別緑地保全地区

近郊緑地特別保全地区

【指定状況】
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